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第２４期 第５回総会 

別 海 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

（令和２年１０月３０日） 

 

 

〇開催日時  令和２年１０月３０日（金） 

午前１０時００分から午前１２時００分 

 

〇開催場所  別海町役場 ４階 第２・３委員会室 

 

〇議事日程  

日程第 １ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について（農業経営基盤 

強化促進法） 

日程第 ２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について（別海町農地移 

動適正化あっせん基準） 

日程第 ３ 報告第３号 農地法第５条許可書の交付について 

日程第 ４ 報告第４号 農地法第６条１項の規定による農地所有適格法人の 

定期報告について 

 

日程第 ５ 議案第１号 農地法第18条の規定による賃貸借の解約について 

日程第 ６ 議案第２号 農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る 

要請について 

日程第 ７ 議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第１０ 議案第６号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

日程第１１ 議案第７号 現況証明願いについて 
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〇出席委員（２６名） 

会     長 ２７番 小 野 榮 一 

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝 

 

          １番 及 川 哲 夫   ２番 山 崎   茂 

           ３番 齊 藤 主 夫   ４番 市 川 義 晴 

           ５番 石 毛   剛   ６番 藤 田 浩 義 

７番 中 洞   薫   ８番 加 藤 真 純 

９番 畠 山 友 子  １０番 大 内 敏 光 

１１番 芳 賀   均  １２番 中 村 繁 男 

 １３番 小 島   敏  １４番 羽 石 健 一 

 １５番 加 藤 和 広  １７番 阿 部   浩 

 １８番 藤 井   実  １９番 木 幡   誠 

 ２０番 浦 山 宏 一  ２１番 山 田 良 雄 

 ２２番 押 田 賢 二  ２３番 林   武 雄 

 ２４番 伊 藤 一 吉  ２５番 竹 花 新 吉 

 

〇欠席委員（ １名） 

    １６番 内 藤 宏 幸    

 

〇出席説明員 

  事務局 

  総務担当    主幹   木 直 人 

  農地調整担当  主査  藤 巻 成 司 

  農地調整担当  主任  山 下 真 弘 

  農地調整担当  主事  齊 藤 一 真 

 

 

〇傍聴人（な し） 

 

 

〇議事録署名委員       

５番 石 毛   剛   ８番 加 藤 真 純 
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を記載したも

のである。 

 

 

令和  年  月  日 

 

署名者 

 

議  長   小  野  榮  一 

 

議席５番   石 毛      剛 

 

議席８番   加  藤  真  純 
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◎開会宣言 

事務局（木主幹） 

定刻になりましたので小野会長よりご挨拶いただき総会を始めさせていただきます。 

○小野会長 

皆さんおはようございます。 

（会務報告がある） 

本日は報告４件、議案７件です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小野会長） 

  ただいまから第５回農業委員会総会を開会いたします。 

  出席委員は２６名です。定足数に達していますので本日の会議を開きます。 

なお欠席委員は１６番内藤委員です。 

本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

はじめに議事録署名委員を会議規則第１９条の規定により議長において指名いたしま 

す。５番石毛委員、８番加藤真純委員。以上２名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは議事に入ります。 

 

◎日程第１ 報告第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第１ 報告第１号「農地等あっせん結果の報告について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

○事務局（齊藤主事） 

報告第１号、農地等あっせん結果の報告について。次の者から農業経営基盤強化促進法

第１５条第１項の規定に基づく利用権の設定等についてあっせんの申出があり、あっせん

を行ったので報告する。 

本件は全部で２０件ございます。１号から４号までの４件は、農地所有者から所有権移

転に係るあっせんの申出があり、周辺地域における農用地の保有状況、利用状況及び将来

性等を踏まえ、農地中間管理機構の買入が必要との判断から調整を行いましたが、双方の

合意が得られず不成立となったものであります。今後の取り扱いにつきましては後の議案

第２号で提案し御審議いただく予定です。 

５号及び６号の２件は先月の９月総会で報告させていただきましたとおり、農用地の価

格について意向が一致せず不調に終わったため、関係規程に基づき町長に対し買入の要請

に取り組んだところ、この度、協議が整う運びとなったものです。 

７号から２０号までの１４件は、農地売買等事業により北海道農業公社が買い入れた土

地について、一時貸付を行う内容であります。旧所有者につきましては、７号から１１号

までの５件が長谷川隆春さん。１２号から１５号までの４件が髙下政憲さん。１６号が澤

井將夫さん。１７号及び１８号の２件が森田秀一さん。１９号が飯野博志さん。２０号は

権隨直美さんです。こちらも後の議案第６号で提案し御審議いただく予定です。それでは

朗読いたします。 

第１号、あっせん候補者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海
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道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん対象地、別海１４５－４外１８筆、計７３９,５ 

０２㎡。農地の所有者、別海４０６番地の９６、齋藤順司。あっせん委員、山田委員外８ 

名、あっせん結果、不成立。次号から第６号までのあっせん候補者は全て北海道農業公 

社ですので朗読を省略します。また、あっせん結果については第４号まで、あっせん委 

員については第３号まで同文ですので朗読を省略します。 

第２号、あっせん対象地、中西別３０６－２外３２筆、計５６０,９２７㎡。農地の所 

有者、中西別３０７番地の３、齋藤利男。 

第３号、あっせん対象地、別海３９７－４外２５筆、計５６５,２７０㎡。農地の所有 

者、上風連３０番地の９、蝦名大希。 

第４号、あっせん対象地、西春別４０７－１５６外２５筆、計６０４,９２７㎡。農地 

の所有者、西春別４０７番地の６８、渡正一。あっせん委員、大内委員外５名。次号か 

ら第１６号までのあっせん委員は同文ですので朗読を省略します。 

第５号、あっせん対象地、西春別５３－２外８筆、計１７３,６３０㎡、農地の所有者、 

西春別５３番地の１６、石川光至。あっせん結果、成立。あっせん価格、売買で１０,５ 

４１,０００円です。次号から２０号までのあっせん結果については同文ですので朗読を 

省略します。 

第６号、あっせん対象地、西春別２６－４３外１１筆、計３９１,４３２㎡。農地所有 

者、泉川６２番地の１、黒沼照雄。あっせん価格、売買で２０,００１,０００円。 

第７号、あっせん候補者、西春別２７番地の２７、村上達也。あっせん対象地、西春別 

２８－３外５筆、計１４８,５４９㎡。農地の所有者、札幌市中央区北５条西６丁目１番 

地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん価格、賃貸借で年間１ 

７３,２００円。次号から２０号までの農地の所有者は全て北海道農業公社ですので朗読 

を省略します。 

第８号、あっせん候補者、西春別２３番地の２、草野忠義。あっせん対象地、西春別３   

４－１外５筆、計９７,２１１㎡。あっせん価格、賃貸借で年間１１９,７００円。 

第９号、あっせん候補者、西春別５番地の５、佐藤寧。あっせん対象地、西春別３４－ 

１０外１６筆、計３１０,４０８㎡。あっせん価格、賃貸借で年間３８６,３６０円。 

第１０号、あっせん候補者、泉川６５番地の１０、西洋。あっせん対象地、西春別３ 

６－２外５筆、計１５４,０１７㎡。あっせん価格、賃貸借で年間１７７,１００円。 

第１１号、あっせん候補者、西春別６０番地の９、卯野聡明。あっせん対象地、泉川１ 

０５－２０外２筆、計８５,１９２㎡。あっせん価格、賃貸借で年間１０７,９４０円。 

第１２号、あっせん候補者、西春別４１０番地の１２、宇居宏明。あっせん対象地、西 

春別４１０－１７外２筆、６８,７０１㎡。あっせん価格、賃貸借で年間６０,１００円。 

第１３号、あっせん候補者、西春別４０９番地の２６、株式会社大門牧場 代表取締 

役 大門貴幸。あっせん対象地、西春別４１０－６２外１０筆、計３２８,４９６㎡。あ 

っせん価格、賃貸借で年間２７３,３００円。 

第１４号、あっせん候補者、西春別４１０番地の１８６、徳永真矢。あっせん対象地、 

西春別４１０－８９、計４７,７２０㎡。あっせん価格、賃貸借で年間４６,７００円。 

第１５号、あっせん候補者、西春別４１０番地の１８８、富田康隆。あっせん対象地、 

西春別４１１－５７、計３２,０５７㎡。あっせん価格、賃貸借で年間３４,１２０円。 



 - 6 - 

第１６号、あっせん候補者、西春別４０９番地の２６、株式会社大門牧場 代表取締役 

大門貴幸。あっせん対象地、西春別４１０－６３外１２筆、計３６９,００９㎡。あっ

せん価格、賃貸借で年間３２８,１８０円。 

第１７号、あっせん候補者、中春別７５番地の２４、小野陽平。あっせん対象地、中春 

別８２－３外４筆、計１１０,２６１㎡。あっせん委員、加藤真純委員外４名、あっせん 

価格、賃貸借で年間９５,２００円。 

第１８号、あっせん候補者、中春別１２８番地の２３、相澤敬治。あっせん対象地、中 

春別８２－１６外４筆、計１４１,８４７㎡。あっせん委員、同上。あっせん価格、賃貸 

借で年間１３７,９２０円。 

第１９号、あっせん候補者、上春別４２番地の１、佐々木信。あっせん対象地、上春別

４４－１外９筆、計１７５,５２４㎡。あっせん委員、加藤和広委員外５名。あっせん価

格、賃貸借で年間２０３,５６０円。 

第２０号、あっせん候補者、大成７３番地の１０、有限会社ハイエストファーム 代表 

取締役 二瓶義則。あっせん対象地、大成７８－３外１１筆。計３２１,０７１㎡。あっ 

せん委員、同上。あっせん価格、賃貸借で年間４１２,０８０円。以上で報告第１号の内 

容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第１号の事務局説明が終わりました。１号から４号につきましては不成立案件で 

すので事務局説明とさせていただきます。それでは、あっせんに当たられた委員の説明 

を求めたいと思います。５号を１番及川委員。６号を１９番木幡委員。７号から１１号 

を１番及川委員。１２号から１６号を４番市川委員。１７号及び１８号を８番加藤真純 

委員。１９号を２０番浦山委員。２０号を５番石毛委員。それでは５号を及川委員お願 

いします。 

〇１番 及川委員 

はい、説明いたします。石川さんが農地売買等事業で北海道農業公社に買い取ってもら

う案件です。５年後に買い取る人も決まっていますのでよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、６号を木幡委員お願いします。 

〇１９番 木幡委員 

説明いたします。黒沼さんが離農したことに伴いまして、農地売買等事業で、北海道農

業公社に買ってもらう案件です。５年後に取得する方も決まっていますのでよろしくお願

いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、７号から１１号を及川委員お願いします。 

〇１番 及川委員 

はい、７号から１１号まで全て長谷川隆春さんの畑で、北海道農業公社に買いとっても

らった畑です。それぞれ村上さん、草野さん、佐藤さん、西さん、卯野さんが借りるこ

とになりました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、１２号から１６号を市川委員お願いします。 
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〇４番 市川委員 

これはですね。髙下さんが離農した跡地を大門牧場さんが引き継いで５年後買取りと 

いう話になっております。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、１７号、１８号を加藤真純委員お願いします。 

〇８番 加藤真純委員 

はい、説明いたします。先ほど事務局から説明がありましたとおり、森田秀一さんが所

有していた土地を小野陽平さんと相澤敬治さんが農地売買等事業によりまして購入する

ことになった土地の北海道農業公社からお二方への一時貸付けが決定されたものであり

ます。以上です。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、１９号を浦山委員お願いします。 

〇２０番 浦山委員 

説明いたします。飯野博志さん所有の土地でありましたが、今回農地の一部を売買す 

るということで、北海道農業公社による農地売買等事業によりまして、５年後の買取りを 

目指し、佐々木信さんに一時貸付けする案件でございます。周りの農家との調整もついて 

おりますのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして、２０号を石毛委員お願いします。 

〇５番 石毛委員 

はい、御説明いたします。この畑は権隨直美さんの土地で、今年の春に休農されました

ので、北海道農業公社に農地売買等事業で買入れいただいて、隣接しております株式会社

ハイエストファームが一時貸付けで５年後の取得を目指して頑張っておりますので、御協

議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第１号の委員説明が終わりました。それでは、報告第１号につきまして質疑

を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

「なし」ということですので、報告第２号を承認することに御異議ございませんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに決定します。 

 

 

◎日程第２ 報告第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第２ 報告第２号「農地等あっせん結果の報告について」を議題に供します。 
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事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

報告第２号、農地等あっせん結果の報告について。次の者から農地のあっせん申出書 

の提出があり、別海町農地移動適正化あっせん基準に基づきあっせん行ったので、同基 

準第８の２の（３）の規定により報告する。 

本件は、全部で２件ございます。全件農地所有者の申出により所有権移転のあっせんを 

行ったものであります。今後の取扱いについては、後の議案第６号で提案し御審議いた 

だく予定であります。 

第１号、あっせん候補者、西春別６０番地の９、卯野聡明。あっせん対象地、西春別５ 

４－３７外１筆、計３,８４０㎡。農地の所有者、西春別５３番地の１６、石川光至。あ 

っせん委員、大内委員外５名。あっせん結果、成立。あっせん価格、売買で１３１,００ 

０円。 

第２号、あっせん候補者、泉川６１番地の２８、株式会社木村牧場 代表取締役 木村 

圭一。あっせん対象地、泉川４４－４外６筆、計２４,３２３㎡。農地の所有者、泉川６ 

２番地の１、黒沼照雄。あっせん委員、同上。あっせん結果、同上。あっせん価格、売買 

で２４,０００円。以上で報告第２号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第２号の事務局説明が終わりました。ここで、あっせんに当たられた委員の説明 

を求めたいと思います。１号を１番及川委員、２号を１９番木幡委員。それでは１号を 

及川委員お願いします。 

〇１番 及川委員 

はい、説明します。先ほどの報告第１号で北海道農業公社に売買できなかった畑の部分

を卯野さんが買い取るということになりました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい。続きまして２号を木幡委員お願いします。 

〇１９番 木幡委員  

同じく黒沼さんの土地で、北海道農業公社に買ってもらえなかった土地を木村さんに買

ってもらう案件ですので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第２号の委員説明が終わりました。ここで、報告第２号について質疑を受 

けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

「なし」ということですので、報告第２号を承認することに御異議ございませんか。 

〇委員 

（「異議なし。」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに決定しま 

す。 
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◎日程第３ 報告第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第３ 報告第３号「農地法第５条の許可書の交付について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第３号、農地法第５条の許可書の交付について。農地法第５条第１項の規定による

許可申請について、農業委員会総会議決後、北海道農業会議に意見聴取した結果、許可を

相当とする回答があり許可書を交付したので、別海町農業委員会会長専決規程第３条の

規定により報告する。 

本件につきましては、８月３１日開催の第３回総会で審議いただいた案件で、申請時 

における計画どおりですので、詳細については朗読を省略させていただきます。 

許可日につきましては、北海道農業会議の意見聴取日の９月２５日としております。以

上で報告第３号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第３号の事務局説明が終わりました。この案件は 

知事許可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは、報告第３号に 

つきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに御異議ございま 

せんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに決定します。 

 

◎日程第４ 報告第４号 

〇議長（小野会長） 

日程第４ 報告第４号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告

について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第４号、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報告について。 

次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報告書の提出があったの

で報告する。 

今月は１２件の報告がありました。いずれも農地法第２条に基づく事業要件、議決権要

件及び役員要件の全てを満たしておりました。その他の法人名、決算期等については記載

のとおりですので朗読を省略させていただきます。以上で報告第４号の内容説明を終わり
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ます。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第４号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても農地所有適格

法人の定期報告ですので事務局説明とさせていただきます。それでは報告第４号につきま

して質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに御異議ございま 

せんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに決定します。 

 

◎日程第５ 議案第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第５ 議案第１号「農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について」を議題に

供します。 

事務局から議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第１号、農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について、次の者から農地法第

１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の通知について、同条第１項の規

定による可否の決定求める。 

本件は全部で２件ございます。全件、借主、貸主双方の合意により解約された通知であ

り、土地の引渡の時期前６か月以内に合意解約が成立しております。それでは朗読させて

いただきます。 

第１号、貸人、別海川上町２番地の１８、桐島仁。借人、別海６４番地の３３、桐島博。

解約する土地、別海４３－３外３筆、計１４６,４５６㎡。利用権の種類、賃借権。契約

期間、平成２９年１２月２５日から令和４年６月３０日。合意解約成立の日、令和２年１

０月１日。土地の引渡の時期、令和２年１０月２日。解約の理由、合意解約。 

第２号、貸人、西春別４０７番地の６８、渡正一。借人、西春別７７番地の２０、有

限会社ウエストベース 代表取締役 宮坂隆男。解約する土地、西春別４１５－６８、計

２０，０００㎡。契約期間、平成２１年１０月２８日から令和１１年１０月２７日。利用

権の種類、合意解約成立の日、土地の引渡の時期、解約の理由は同文ですので朗読を省略

します。以上で議案第１号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第１号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても合意解約案件

ですので、事務局説明とさせていただきます。それでは、議案第１号につきまして質疑を

受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 
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〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎日程第６ 議案第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第６ 議案第２号「農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第２号、農地中間管理機構による農用地の買入れ協議に係る要請について。次の者

から農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく農用地所有権移転のあっせ

ん申出があったので、同法第１６条第１項の規定により当会は別海町長に対し同条第２項

の規定による通知をするよう要請する。 

本件は全部で４件ございます。先の報告第１号で不成立となった案件であります。第１

号から第４号まで同様の内容でございますので一括で説明させていただきます。 

１の所有権移転のあっせん申出者については、報告第１号で所有者として朗読済みです

ので省略します。２の申出を受けた日は令和２年１０月１６日。３の農地中間管理機構を

含めた調整の経過は、あっせん会議を開催し利用調整を図ったところ農用地の価格につい

て農用地所有者と農地中間管理機構の意向が一致せず調整は不調に終わりました。４の

当該農用地の利用集積に係る意見については、優良農地等であり効率的かつ安定的な農

業経営を営む者に対する農用地の利用集積を図るため、農地中間管理機構による買入れ

が特に必要と認められるという内容で要請いたします。以上で議案第２号の内容説明を終

わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第２号の事務局説明が終わりました。この件につきましても買入要請案件で

すので事務局説明とさせていただきます。 

それでは、議案第２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませ

んか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 
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〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第２号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎日程第７ 議案第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第７ 議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を議題に

供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第３号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について。次の者から農地法第

３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可の決定を求める。 

農地法第３条許可申請につきまして、別添資料の調査書を添付していますので併せて参

照願います。 

第１号、申請人の住所氏名、譲渡人、別海９８番地の４７、和泉則雄。譲受人、中春別

３０７番地の２、有限会社中山農場 代表取締役 中山泰輔。許可を受けようとする土地

の表示、豊原７－５外１３筆、合計４７０，１８８.５９㎡。許可を受けようとする理由、

譲渡人は農地を有効活用するため売り渡すもので、譲受人は経営規模拡大のため買い受け

るものである。 

第２号、申請人の住所氏名、貸人、別海４０３番地の７６、木下大介。借人、別海４０

３番地の７６、有限会社ホープスター 代表取締役 木下大介。許可を受けようとする理

由、貸人は農地所有適格法人に使用貸借するもので、借人は使用貸借を受けて農地所有適

格法人を経営するものである。貸借期間は令和２年１１月３０日から２０年間です。 

第３号、申請人の住所氏名、貸人、別海６４番地の３３、桐島博。借人、別海６４番地

の３５、桐島広樹。許可を受けようとする土地の表示、別海４５－１外６９筆、合計９９

９,１２３㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸

借するもので、借人は、父より全地使用貸借を受けるものである。貸借期間は１０年間で

す。 

第４号、申請人の住所氏名、貸人、大成６８番地の４７、二瓶剛。借人、大成７３番地

の１０、有限会社ハイエストファーム 代表取締役 二瓶義則。許可を受けようとする土

地の表示、大成６７－４外４筆、合計８２,８３１㎡。許可を受けようとする理由、貸人

は農地所有適格法人に使用貸借するもので、借人は使用貸借を受けて農地所有適格法人

を経営するものである。貸借期間は令和２年１１月１日から令和１１年６月２７日までで

す。 

第５号、申請人の住所氏名、譲渡人、西春別８番地の５、渡邉忠良。譲受人、西春別２

番地の１１、吉田雅弥。許可を受けようとする土地の表示、西春別８－４、面積９,２６

２㎡。許可を受けようとする理由、譲渡人は農地を有効活用するため譲り渡すもので、譲

受人は経営規模拡大のため譲り受けるものである。以上で、議案第３号の内容説明を終わ

ります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第３号の事務局説明が終わりました。ここで調査に当たられた委員の説明を
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求めます。１号を８番加藤真純委員。２号を１７番阿部委員。３号を２１番山田委員。４

号を５番石毛委員。５号を１９番木幡委員。それでは１号について加藤真純委員お願いし

ます。 

〇８番 加藤真純委員 

はい、説明いたします。この土地は和泉則雄さんが１０数年前に離農をいたしまして、

そこを中山牧場が賃貸で使用をしていた土地でありまして、１０月２０日山田委員長と林

委員と事務局とで見てまいりました。土地は施設地も完全に草地化されてきれいに利用さ

れている土地であります。中山泰輔さんは中山勝志さんから受け継いでいる有名な大きな

牧場の代表であります。３条ですので何も問題ないと思って見てまいりました。以上です。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして、阿部委員お願いします。 

〇１７番 阿部委員 

はい、説明いたします。木下大介さんが自ら経営する会社に対して、本人が農地を貸し

付けるという継続案件です。よろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして３号を山田委員お願いします。 

〇２１番 山田委員 

桐島博さん、長男の広樹君とともに大変立派な経営をされております。問題ないと思い

ますのでよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして４号を石毛委員お願いします。 

〇５番 石毛委員 

はい、説明いたします。有限会社ハイエストファームの構成員である二瓶剛さん、結成

当時より生前贈与による納税猶予を受けておりましたので、使用貸借という形をとってお

ります。その継続案件ですのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい。続きまして５号を木幡委員お願いします。 

〇１９番 木幡委員 

牛舎周りの空いていた土地をサイレージで使って穴だらけになっていたところを整地し

て有効利用するという話です。きれいに整地して畑にしてありました。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（小野会長） 

ありがとうございました。議案第３号の委員説明が終わりました。ここで議案第３号に

つきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇議長（小野会長） 

  はい、山田委員。 

〇２１番 山田委員 

  はい、３条の場合に上限価格はないのですか。 

〇議長（小野会長） 

 売買価格ですか 
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〇２１番 山田委員 

 はい。 

〇事務局（藤巻主査） 

 そうですね、あっせんの場合は８００,０００円が上限ですが、農地法第３条の場合 

は特に設けてはいないです。 

〇議長（小野会長） 

  はい、芳賀委員。 

〇１１番 芳賀委員 

  ほかの案件については、賃貸にしても価格が明記されているが３条については期限こそ 

書いてあるけど価格が記されていない。相場というか大きく外れていると後々こちらに 

も影響してこなくもないので、つかめているのであれば教えてほしい。 

〇事務局（藤巻主査） 

今回、説明が漏れました。売買価格だとか賃貸価格について、議案書に載せるべきかど

うか、事務局長も含めていろいろと確認はしましたが、載せても載せなくてもどちらでも

いいという結論に至ったこともあり、今までは口頭で説明をしていました。載せた方が良

いということであれば次回から載せるようにしますがどうでしょうか。 

〇１１番 芳賀委員 

ただ、頭ごなしに言われても何やっているのかわからないので口頭だけでも説明して 

ほしい。 

〇事務局（藤巻主査） 

わかりました。大変失礼いたしました。それでは口頭で説明いたします。今回の和泉 

さんと中山さんの売買の案件につきましては、農地以外の土地も若干ありますけれども、 

全部で４０,０００,０００円になっております。 

議案は農地だけの面積ですが、ほかに原野だとかそういう土地も含まれての価格にな 

ります。耕地面積４７ヘクタールで割り返すと、１町当たり８５０，０００円くらいです。 

〇議長（小野会長） 

そのほかございませんか。 

〇２６番 信夫代理 

もう１件の売買の結果はどうですか。 

〇事務局（藤巻主査） 

５号は贈与になりますので価格は発生しません。 

〇議長（小野会長） 

そのほか何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なければ、議案第３号につきまして採決に入ります。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 
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挙手なしということですので、議案第３号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎日程第８ 議案第４号 

〇議長（小野会長） 

日程第８ 議案第４号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議題に

供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第４号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について。次の者から農地法第

４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可の決定を求める。 

本件につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、農地利用集積計画及び農業振興

地域整備計画に支障が生ずる恐れがないものと判断しております。 

第１号、許可を受けようとする土地の表示、別海３８７－２、面積８９,４３４㎡のう

ち７,５６１.０１㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、バンガーサイロ外、７,５６１.

０１㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第４条第６項。土地利用計画、農用

地。転用者、別海３８６番地の４、農事組合法人ヤマギシズム生活 北海道別海実顕地 理

事 荒木靖。次号の転用基準及び土地利用計画は同様となりますので朗読を省略させてい

ただきます。 

第２号、許可を受けようとする土地の表示、西春別１８９－１、面積４２,３７６㎡の

うち８,１２０.６８㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、乾乳舎外、８,１２０.６８㎡。

転用者、西春別１８９番地の１７、佐藤悠。以上で議案第４号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第４号の事務局説明が終わりました。ここで現地調査に当たられた委員の説

明を求めたいと思います。１号を２１番山田委員。２号を４番市川委員。それでは山田委

員お願いします。 

〇２１番 山田委員 

１０月２０日に今シーズン４回目となる現地調査に、加藤真純委員長、林委員と行って

まいりました。ここはロボット牛舎のあるところで現在南北にスタックサイロを作ってい

るところに、今度は東西にバンガーサイロを建設するものです。また来年度にロボット牛

舎を増設するということで、特に問題ないものと思って見てきました。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（小野会長） 

第２号を市川委員お願いします。 

〇４番 市川委員 

はい、佐藤悠さんですが、今現在ロボット牛舎とフリーストールと２棟並んで建ってお

り、その裏の方にへこみができている放牧地がありますが、そこを埋め立てて乾乳舎を建

てるというお話になっています。特に問題はないかと思って見てまいりました。以上です。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第４号の委員説明が終わりました。ここで議案第４号につきまして質疑を受

けたいと思います。何か御質問ございませんか。 
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〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第４号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎日程第９ 議案第５号 

〇議長（小野会長） 

日程第９ 議案第５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議題に

供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について。次の者から農地法第

５条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可の決定を求める。本件申請

につきましても、立地基準及び一般基準を満たし、農用地利用集積計画及び農業振興地域

整備計画に支障が生ずる恐れがないものと判断しております。 

第１号、許可を受けようとする土地の表示及び面積、別海９－１２、１０,０７３㎡の

うち８,５３７㎡。別海９－１５、３９,６０６㎡のうち１１,４１０㎡。合計１９,９４７

㎡。契約内容、使用貸借。目的、山砂採取。計画内容、山砂採取量３４,１５３㎥。転用

基準、農用地。許可理由、農地法施行令第１１条第１項第１号。土地利用計画、農用地。

所有者氏名、別海１０番地の３８、松木吉孝。転用者氏名、中標津町東２６条北１丁目１

２番地、砂利採取販売業 有限会社長川産業 代表取締役 柳原幸司。 

第２号、許可を受けようとする土地の表示及び面積、豊原３－４７、１,５５０㎡のう

ち４６８㎡。豊原３－７９、７９,７９１㎡のうち５,１５２㎡。合計５,６２０㎡。契約

内容、使用貸借。目的、土採取。計画内容、土採取量１２,３３０㎥。所有者氏名、豊原

２番地の４、井上哲孝。転用者氏名、中春別３０３番地３３、砂利採取販売業 有限会社

エンター西島運輸 代表取締役 西島綾子。以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第５号の事務局説明が終わりました。ここで現地調査に当たられた委員の説

明を求めたいと思います。１号を２１番山田委員。２号を８番加藤真純委員。それでは山

田委員お願いします。 

〇２１番 山田委員 

ここは８月に完了確認をしてきたところで継続となります。特に問題ないものとして見

てきました。以上です。 

〇議長（小野会長） 

続きまして２号を加藤真純委員お願いします。 

〇８番 加藤真純委員 
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はい、こちらも１０月２０日に見てまいりました。当該地は防風林と川に挟まれた土地

でありまして、入って行って平らな部分はあるのですが非常に幅が狭くて、そのあと川に

向かって急傾斜のある土地で高い所もうねりがあるという土地で、これ土採取となってい

ますけど下に火山灰もあるので火山灰も土として販売するものと思われまして、エンター

西島さんが販売をして後できれいな平らな土地にするということになると思われます。以

上です。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第５号の委員説明が終わりました。ここで質疑を受けたいと思います。何か

御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第５号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎日程第１０ 議案第６号 

〇議長（小野会長） 

日程第１０ 議案第６号「別海町農用地利用集積計画の決定について」を議題に供しま

す。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第６号、別海町農用地利用集積計画の決定について。別海町農業経営基盤強化の

促進に関する基本的な構想第５の１の（６）による計画について、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項により決定を求める。 

本件は全部で１９件ございます。内訳は所有権の移転が４件、利用権の設定が１５件で

す。所有権の移転の第１号、第２号及び利用権の設定の第１号から第１４号につきまして

は、報告第１号で説明済み、また所有権の移転の第３号及び第４号につきましても報告第

２号で委員説明がありましたので、事務局説明のみとさせていただきます。所有権の移転

について、第１号から第４号まで、全て報告第１号と重複しますので内容詳細についての

み朗読させていただきます。それでは朗読いたします。 

第１号、所有権の移転の内容、利用目的、牧草畑として利用。所有権の移転時期、令和

２年１１月２日。対価、１０,５４１,０００円。対価の支払い方法、指定口座に振込。対

価の支払い期限、令和２年１２月１４日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間の法律関

係、売買。次号から第４号まで所有権の移転時期、対価の支払い方法、対価の支払い期限、

引渡の時期、当事者間の法律関係は同文ですので朗読を省略します。 

第２号、利用目的、同上。対価２０,００１,０００円。 

第３号、利用目的、採草放牧地として利用。対価１３１,０００円。 
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第４号、利用目的、牧草畑及び採草放牧地として利用。対価２４,０００円。 

続いて利用権の設定についてです。 

第１号から第１４号につきましては、報告第１号と重複しますので内容詳細のみ朗読し

ます。 

第１号、設定する利用権、利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令

和２年１１月２日。終期、令和７年８月３１日。借賃の支払い方法、毎年１２月１０日ま

でに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関係、賃貸借。次号から第１４号ま

では全て同内容の一時貸付けとなっておりますので朗読は省略します。続いて３９ページ

をお開きください。 

第１５号、利用権の設定を受ける者、別海６４番地の３５、桐島広樹。利用権を設定す

る土地、別海４３－３外３筆、計１４６,４５６㎡。利用権の設定をするもの、別海川上

町２番地の１８、桐島仁。利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和

２年１１月２日。終期、令和４年６月３０日。借賃、年間で３５１,０００円。借賃の支

払いの方法、毎年１１月末日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関

係、賃貸借。調整委員、山田委員と山崎委員です。以上で議案第６号の説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第６号の事務局説明が終わりました。所有権の移転の１号から４号及び利用

権の設定の１号から１４号につきましては、それぞれ報告第１号及び第２号で説明済みで

すので、事務局説明のみとさせていただきます。１５号の説明委員は２１番山田委員で

す。 

それでは利用権の設定の１１号につきましては、私の家族の案件ですので、農業委員会

等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定に基づき議事参

与制限により一時退席し、議長を信夫代理に預けます。 

（小野会長、一時退席） 

〇議長（信夫代理） 

  小野会長に関係する案件ということで、１１号の案件についてのみ、審議を進めたいと

思います。それでは利用権の設定の１１号について質疑を受けたいと思います。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（信夫代理） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（信夫代理） 

挙手なしということですので、１１号については原案のとおり許可することに決定し

ます。ここで、小野会長に対する議事参与制限を解除します。 

（小野会長着席、議長交替） 

〇議長（小野会長） 

それでは、利用権の設定の１５号につきまして、山田委員説明をお願いします。 

〇２１番 山田委員 
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桐島仁さんが４０年前に離農して以来、桐島博さんが借りております。以前に、博さん

の方へ売らないのかという話をしましたが、仁さんの母親がまだ健在のうちは売らないと

いうことで、今回、木嶋広樹さんが、仁さんの後を引き継いで賃貸することになりました。

よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第６号の委員さんの説明が終わりました。それでは、議案第６号につきまし

て質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入ります。議案第６号の１１号を除きまして、否決の

方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第６号につきまして原案のとおり許可することに決

定します。 

 

◎日程第１１ 議案第７号 

〇議長（小野会長） 

続きまして、日程第１１ 議案第７号「現況証明願いについて」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第７号、現況証明願いについて。次の者から現況証明願いが提出されたので、北海

道農地法関係事務処理要領第９の４の規定により証明する。 

第１号、所在、中西別６７－５、面積９５,２４６㎡のうち１３,３３２．５５㎡。利用

状況、宅地。所有者、別海寿町６３番地の５３、高橋美子。現地調査委員につきましては

記載のとおりですので朗読を省略させていただきます。 

第２号、所在、中西別３０７－１０７。面積５８４㎡。利用状況、雑種地。所有者、中

西別３０７番地の３、齋藤利男。 

第３号、所在、別海１２９－４。面積、４７,６８１㎡のうち６７４㎡。利用状況、宅

地。所有者、別海１２９番地の４、佐藤成寿。 

第４号、所在、奥行１７－１５。面積２２６,０００㎡。利用状況、山林。所有者、東

京都小金井市東町４丁目２０番１８号、中尾健。 

第５号、所在、中春別２２８－５、面積４２,９０２㎡のうち１,４８９.７６㎡。利用

状況、宅地。所有者、中春別２２８番地の３１、森田哲司。 

第６号、所在、本別５９－９。面積２,０３８㎡。利用状況、宅地。所有者、本別５９

番地の７、村上智子。以上で議案第７号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第７号の事務局説明が終わりました。 
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ここで現地調査に当たられた委員の説明を求めます。 

１号及び２号を２３番林委員。３号及び４号を２１番山田委員。５号を８番加藤真純委

員。６号を１０番大内委員。それでは１号、２号を林委員お願いします。 

〇２３番 林委員 

２０日に山田委員長、加藤（真純）委員長と確認してきました。 

１号の高橋さんは３０年くらい前に離農されていまして、今は使われていない牛舎や潰

れたＤ型ハウス、それを囲む防風林などの施設地として使われていた場所ですので、地目

の変更は問題ないと思います。 

２号の齋藤さんは、自宅のすぐ裏側の防風林用に松を植えている部分でしたので、雑種

地で適当だと思いました。以上です。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして３号、４号を山田委員お願いします。 

〇２１番 山田委員 

はい、３号の佐藤成寿さんですが、住宅の裏側にある雑木林のところに増築するとい 

うことで問題ないものとして見てきました。４号の中尾さんのところですが、奥行の信号

機から約５００メートル先の道路縁にありまして、本当に山林で特に問題ないものとして

見てきました。よろしくお願いします 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして５号を加藤真純委員お願いします。 

〇８番 加藤真純委員 

はい、森田哲司さんのところですが、住宅と新しい牛舎と倉庫とかにいろいろ囲まれた

ところで、現況宅地として見てまいりましたのでよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして６号を大内委員お願いします。 

〇１０番 大内委員 

はい、１０月２２日に農地評価の後に見てまいりました。この場所は本別の会館から中

標津方向へ約１キロメートル先のカーブの所にある牧場であります。現在は智子さんの息

子さんの侑矢君が中心となって頑張っておられるところですが、この場所は住宅や牛舎等

施設の中の西角の部分に当たりまして、今の住宅の北側になります。防風のために松など

を植えてありましたが、そこを整地して住宅と車庫を建てるということで、畑以外である

ということは一目瞭然でありますので、問題ないと見てまいりました。以上です。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第７号につきまして委員説明が終わりました。ここで議案第７号につきまし

て質疑を受けたいと思います何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なければ、議案第７号につきまして採決に入ります。否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 
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〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第７号を原案のとおり許可することに決定します。 

 

◎閉会宣言 

〇議長（小野会長） 

以上で、本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第５回総会を閉 


